
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



目 次 

第１章 計画の基本的事項                     

１．計画策定の背景 ･･･････････････････････････････････････････････････１ 

２．計画の位置づけ ････････････････････････････････････････････････１０ 

３．計画の目的 ･････････････････････････････････････････････････････１０ 

４．計画の期間 ･････････････････････････････････････････････････････１０ 

５．計画の対象 ･････････････････････････････････････････････････････１１ 

第２章 温室効果ガスの排出状況                  

 １．温室効果ガス排出量算出方法 ･････････････････････････････････････１３ 

 ２．温室効果ガスの排出状況 ･････････････････････････････････････････１６ 

第３章 計画の目標                        

 １．温室効果ガス排出量の削減目標 ･･･････････････････････････････････２１ 

 ２．個別の削減目標 ･････････････････････････････････････････････････２２ 

第４章 具体的な取組                       

 １．取組の方針 ･････････････････････････････････････････････････････２３ 

 ２．これまでの取組状況（平成２６年度の取組状況）････････････････････２４ 

 ３．具体的な取組内容 ･･･････････････････････････････････････････････２５ 

第５章 計画の推進・点検体制及び進捗状況の公表          

 １．計画の推進体制 ･････････････････････････････････････････････････３０ 

 ２．計画の点検・評価 ･･･････････････････････････････････････････････３２ 

 ３．計画の見直し ･･･････････････････････････････････････････････････３２ 

 ４．計画の公表 ･････････････････････････････････････････････････････３２ 

資料編                              

 資料１ 取組状況（様式）「取組内容チェックシート」･･･････････････････３３ 

 資料２ 取組状況（様式）重点的取組実施状況報告書（様式）････････････３４ 

 資料３ 調査票（様式）「温室効果ガス排出量調査票」･･･････････････････３５ 

 資料４ 用語の説明 ･････････････････････････････････････････････････３６



第１章 計画の基本事項 
 

1 

１．計画策定の背景 

（１）地球温暖化の原因 

地球の表面は主に窒素や酸素などの大気におおわれています。大気の中には

二酸化炭素などの温室効果ガスがわずかに含まれており、この気体は赤外線を

吸収し再び放出する性質があります。このため、太陽からの光で温められた熱

（赤外線）は、地球の表面から地球の外に向かって放出されます。 

赤外線の多くは熱として大気に蓄積され、再び地球の表面に戻ってきます。

戻ってきた赤外線が地球の表面付近の大気を温めることを温室効果といいます。

温室効果がないと、地球の表面温度は－19℃となってしまうと考えられていま

すが、温室効果のため地球の平均気温はおよそ 14℃に保たれています。温室

効果をもたらす気体は、主に水蒸気、二酸化炭素、メタン、フロン類で、なか

でも二酸化炭素は大気中の約 0.04％とわずかですが、もっとも温暖化への影

響度が大きいガスです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１「温室効果ガスと地球温暖化メカニズム」   図２「温室効果ガス総排出量に占めるガス別排出量」 

出典）温室効果ガスインベントリオフィス全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（http://www.jccca.org/）より 

 

18 世紀後半頃から、産業革命に伴い人類は人間の生活や産業活動にエネル

ギーをたくさん消費するようになり、エネルギーをつくるため、石炭や石油、

ガスなどの化石燃料を大量に消費するようになりました。これにより大気中の

二酸化炭素の量は産業革命前（1750 年頃）と比べ 40％程度増加しました。 

 

エネルギーをつくるのに・・・ Ｃ ＋ Ｏ Ｏ     Ｏ Ｃ Ｏ 

炭素  酸素      二酸化炭素  
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大気中の二酸化炭素などの濃度が増えてくると、温室効果が高まり、結果と

して地球の平均気温が上昇していきます。これが地球温暖化です。 

温室効果ガスに占めるガス別排出量の割合では、図２のとおり二酸化炭素が

７６．７％を占めます。石油や石炭などの化石燃料の燃焼などによって排出さ

れる二酸化炭素が最大の温暖化の原因になっています。 

二酸化炭素の排出量と世界平均地上気温の上昇変化はおおむね比例関係にあ

るとされています。 

 

（２）地球温暖化の影響（ＩＰＣＣ第 5 次評価報告書特設ページより） 

ＩＰＣＣ※1第 5 次報告書によると、20 世紀半ば以降に観測された温暖化の主

な要因（95％）は、自然の変動ではなく人間活動であった可能性が極めて高く、

大気中の二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素は、過去 80 万年間で前例のない水

準まで増加しているといいます。 

観測により地球が温暖化していることは疑う余地がなく、1880～2012 年に

おいて、世界平均地上気温は 0.85℃上昇しており、最近 30 年の各 10 年間の

世界平均地上気温は、1850 年以降のどの 10 年間よりも高温となっています。

また、海洋は人為起源の二酸化炭素の約 30％を吸収し、海洋酸性化を引き起こ

しています。1992～2005 年において、3000m 以深の海洋深層においても水

温が上昇している可能性が高い状況です。 

今後温室効果ガスの濃度がさらに上昇し続けると、今世紀末（2100 年度末）

には、世界平均地上気温は温室効果ガスが最も少なく抑えられた場合でも、0.3

～1.7℃の上昇、最も多く最悪な場合は、最大 4.8℃である可能性が高いと予測

されています。 

また、今後地球温暖化に伴う海水温の上昇による熱膨張と氷河の融解などによ

り、今世紀末までに世界平均海面水位は、0.26～0.82m 上昇すると予測されて

います。 

CO₂の総累積排出量と世界平均地上気温の変化は比例関係にあるとされてお

り、最終的に気温が何度上昇するかは累積排出量の幅に関係するといいます。 

もし、これからの数十年でより多くの排出を行えば、その後はより多くの排出

削減が必要となります。 
※1 国連気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change の略）。人為起源による気

候変化、影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目

的として、1988 年に国連環境計画（UNEP）と世界気象機関（WMO）により設立された組織です。 
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    世界の影響予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省「地球温暖化パネル」  
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日本の影響予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省「地球温暖化パネル」 
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（３）世界の地球温暖化への取り組み 

 1992 年に世界は、国連の下、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを

究極の目標とする「気候変動に関する国際連合枠組条約」（United Nations 

Framework Convention on Climate Change、以下「気候変動枠組条約」）を採

択し、地球温暖化対策に世界全体で貢献していくことに合意しました。同条約に基づ

き、1995 年から毎年、気候変動枠組条約締約国会議（COP）が開催されています。 

 また、1997 年に京都で開催された気候変動枠組条約第３回締約国会議（COP3）

では、我が国が議長を務め、先進国の拘束力のある削減目標（2008 年～2012 年

の５年間で 1990 年に比べて日本－６％、米国－７％、ＥＵ－８％等）を明確に規

定した「京都議定書」（Kyoto Protocol）に合意することに成功し、世界全体での温

室効果ガス排出削減の大きな一歩を踏み出しました。2002 年に我が国も同議定書を

締結し、2005 年２月に同議定書は発効しました。 

しかし、更に地球温暖化対策を加速化させ、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化

させるという条約の究極目標を達成するには、京都議定書の約束期間が終了した後

（2013 年以降）の国際枠組みを、世界全体に占める排出量の割合が大きい米国、中

国などをはじめとするすべての主要国を含む公平かつ実効性のあるものとし、排出削

減努力を一層拡大していく必要がありました。 

昨年 2015 年 11 月 30 日から 12 月 13 日まで、フランス・パリで行われた

COP21（国連気候変動枠組条約第２１回締約国会議）において、新たな法的枠組み

となる「パリ協定」を含む COP 決定が採択されました。「パリ協定」の内容は次の

ようなものでした。 

 

・世界共通の長期目標として、世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて 2℃より十分低く保つ

とともに、1.5℃に抑える努力を追求する 

・主要排出国を含むすべての国が削減目標を 5 年ごとに提出・更新すること，共通かつ柔軟な方法

でその実施状況を報告し，レビューを受けること 

・JCM（二国間クレジット）を含む市場メカニズムの活用が位置づけられたこと 

・森林等の吸収源の保全・強化の重要性，途上国の森林減少・劣化からの排出を抑制する仕組み 

・適応の長期目標の設定及び各国の適応計画プロセスと行動の実施 

・先進国が引き続き資金を提供することと並んで途上国も自主的に資金を提供すること 

・イノベーションの重要性が位置づけられたこと 

・5年ごとに世界全体の状況を把握する仕組み 

・協定の発効要件に国数及び排出量を用いるとしたこと 

・「仙台防災枠組」への言及 
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今回のＣＯＰ21 では、京都議定書に続く、2020 年以降の新しい温暖化対策の

枠組みが、すべての国の合意のもとに決められ、各国に自主的な温室効果ガスの削

減目標の提出と５年ごとの見直しを義務付け、見直しの際にはより前向きな内容と

なるように促しました。また、目標の達成は義務化されないものの、５年ごとに検

証をする仕組みを設けています。これらの約束事が、法的拘束力を持つ国際協定で

決まったことは、歴史的な転換点のひとつになるかもしれません。 

 

（４）日本の温室効果ガス排出量と削減目標～国の動向～ 

日本は、世界全体の二酸化炭素排出量の約 3.７％を排出しています。 

国別の二酸化炭素排出量では、中国 27.8％、米国 15.8％、インド 6.0％、ロシ

ア 5.4％に次いで世界で 5 番目に多く二酸化炭素を排出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 世界の二酸化炭素排出量（出典)EDMC／エネルギー・経済統計要覧 2015年版） 
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日本の温室効果ガスの排出量 日本温室効果ガスインベントリ報告書 2015 年 4月版より 

年度 1990 年 

（京都議定書基準年）

（平成 2年） 

2005 年 

 

（平成 17年） 

2008 年 

(南房総市基準年) 

（平成 20年） 

2013 年 

 

平成 25年） 

排出量 12億7000万トン 13億 9700 万トン 13億2700万トン 14億0800万トン 

1990 年度比 

2005 年度比 

2008 年度比 

― 

― 

― 

+10.0％ 

― 

― 

+4.5％ 

△5.0％ 

― 

+10.9％ 

+7.9％ 

+6.1％ 

CO2排出量 11億5400万トン 13億 0400万トン 12億3400万トン 13億1100万トン 

○ 2014年度（速報値）の総排出量は 13億 6,500万トン（前年度比-3.0％、2005年度比-2.2％、1990年度比＋7.5％）  

 

日本は COP21 での合意に向けて、各国の新たな枠組みに対する約束草案（INDC：

Intended Nationally Determined Contributions）を国連気候変動枠組条約事務局

に提出しました。 

日本は 2030 年度に 2013 年比で温室効果ガスを 26％削減する約束草案を提出

しています。なかでも、私たちの暮らしに関係する家庭部門の CO₂については約

40％の削減目標を掲げています。 

 

日本の約束草案（2020 年以降の新たな温室効果ガス排出削減目標）―抜粋― 

 2020 年以降の温室効果ガス削減に向けた我が国の約束草案は、エネルギーミックスと整合的なもの

となるよう、技術的制約、コスト面の課題などを十分に考慮した裏付けのある対策・施策や技術の積

み上げによる実現可能な削減目標として、国内の排出削減・吸収量の確保により、2030 年度に 2013

年度比▲26.0%（2005年度比▲25.4%）の水準（約 10億 4,200 万 t-CO2）にしました。 

○基準年  2013年度比を中心に説明を行うが、2013 年度と 2005 年度の両方を登録 

○目標年度  2030 年度（実施期間：2021年 4月 1日～2031年 3月 31日） 

温室効果ガス排出量の削減.（エネルギー起源二酸化炭素）  

我が国の温室効果ガス排出量の９割を占めるエネルギー起源二酸化炭素の排出量については、2013

年度比▲25.0%（2005 年度比▲24.0％）の水準（約９億 2,700 万 t-CO2） 

※ 平成 27年７月 17日の地球温暖化対策本部で「日本の約束草案」として決定、外務省から国連気候変動枠組条約事務局

に提出 

 



第１章 計画の基本事項 

 

 8 

（５）旧計画の取り組み状況 

 市は平成２２年３月に「南房総市地球温暖化対策実行計画（第一次）」を策定し

ました。第一次計画の削減目標と取り組み結果は次のとおりです。 

 

【第一次計画の温室効果ガス排出量削減目標】 

市は、「南房総市地球温暖化対策実行計画（第一次）」に基づき、平成２２年度から

平成２６年度までの５年間に、温室効果ガス排出量を基準年度（平成２０年度）に対

し、７％以上削減する。 

              ７％以上削減 

                   

 

 

【平成２６年度の集計結果】 

市の事務及び事業に伴い排出された温室効果ガス総排出量は、約６，５６９トン 

（CO２換算）となり、基準年度（平成２０年度）に比べ、約８８１トン（CO２換算）、

１５．５％の増加となりました。 

              15.5％増加 

                   

 

 （調査対象施設数 １１４施設）   （調査対象施設数 ９１施設） 

   

【平成２６年度までの取り組み結果】 

平成２１年度に「南房総市地球温暖化対策実行計画（第一次）」を策定し、平成２

２年度から平成２６年度までの５年間に、温室効果ガス排出量を基準年度（平成２０

年度）に対し、７％以上削減することを目標にさまざまな取組を行ってきましたが、

残念ながら東日本大震災の影響等により、温室効果ガス排出量の排出係数が著しく増

加したため、平成２６年度の温室効果ガス排出量の結果は、基準年度に対し１５．５％

増加し、削減するに至りませんでした。 

しかしながら、活動量の減少している排出源が多くあります。温室効果ガスの排出

量で最も多くを占めている電気の使用については、活動量でいえば、基準年度より５．

５％減少しています。これは公共施設等の再編などが進んでいることや、職員一人一

人が省エネ・節電に留意し事務事業に取り組んだ成果と考えられます。 

平成２０年度(基準年度) 

5,688,834 kg-CO₂ 

 

平成２６年度（目標） 

5,290,616 kg-CO₂以下 

 

平成２０年度(基準年度) 

5,688,834 kg-CO₂ 

 

平成２６年度（結果） 

6,569,496 kg-CO₂ 
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【参考：温室効果ガスの推移】                 単位：kg-CO₂ 
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２．計画の位置づけ 

 

 

 

 

３．計画の目的 

『地球温暖化対策の推進に関する法律』に基づき、庁内の省エネ・省資源、廃棄物

の減量化などに関わる取組を推進し、温室効果ガス排出量を削減することを目的に、

「地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．計画の期間 

本計画の期間は平成２８年度から平成３２年度までの５年間とします。 

（温室効果ガス排出量を算出する基準年度は、平成２６年度とします。）

地球温暖化対策の推進に関する法律 第 20条の 3第 1 項(抜粋)  

第 20 条の３ 都道府県及び市町村は、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の

事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措

置に関する計画（以下「地方公共団体実行計画」という。）を策定するものとする。  

２ 地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定める。 

１計画期間 

２地方公共団体実行計画の目標 

３実施しようとする措置の内容 

４その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項 

８  都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。  

１０  都道府県及び市町村は、毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の

状況（温室効果ガス総排出量を含む。）を公表しなければならない。 

根拠法 

地球温暖化対策の推進に関

する法律 

市地球温暖化対策実行計画 

事務事業編 

関連計画 

 

市環境基本計画 

市総合計画 

関連条例 

 

 

 

市環境基本条例 
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５．計画の対象 

（１）対象物質 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」第２条第３項の対象とする７つの温室効果

ガスのうち、排出量の多くを占めている二酸化炭素（CO₂）、メタン（CH₄）、一酸化

二窒素（N₂O）、ハイドロフルオロカーボン（HFC）、の 4 物質について調査、取組

を推進していきます。 

なお、パーフルオロカーボン（PFC）、六フッ化硫黄（SF₆）、新たに追加された温

室効果ガス三フッ化窒素（NF₃）は市での排出見込みがほとんどないことから除きま

す。 

表１ 法律で対象となる温室効果ガス 

温室効果ガス 主な性質 主な発生源 

二酸化炭素 

（ＣＯ２） 

代表的な温室効果ガス。温室効果ガス

の中で二酸化炭素の比率が９０％と極

めて高い。 

化石燃料の焼却など。 

メタン 

（ＣＨ４） 

天然ガスの主成分で，常温で気体。よ

く燃える。 

 

稲作、家畜の腸内発酵、廃棄物の

埋め立てなど。 

一酸化二窒素 

（Ｎ２Ｏ） 

数ある窒素硫化物の中で最も安定した

物質。他の窒素酸化物（例えば二酸化

窒素）などのような害はない。 

 

燃料の焼却、工業プロセスなど。 

ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ類 

（ＨＦＣＳ）※ 

塩素がなく，オゾン層を破壊しないフ

ロン。強力な温室効果ガス。 

 

※物質群なので物質名は、平成１１年の法施行時

に１１種掲げられおり、平成２７年の改正で１９

種に増えている。 

 

 

 

スプレー、エアコンや冷蔵庫など

の冷媒、化学物質の製造プロセス

など。 

（自動車用エアコンディショナーの使

用、廃棄、噴霧器・消火器の使用、廃棄

など。） 

ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ類 

（ＰＦＣＳ） 

炭素とフッ素だけからなるフロン。強

力な温室効果ガス。 

※物質群なので物質名は、平成１１年の法施行時

に７種掲げられており、平成２７年の改正で９種

に増えている。 

 

半導体の製造プロセスなど。 

六フッ化硫黄 

（ＳＦ6） 

硫黄とフッ素だけからなるフロンの仲

間。強力な温室効果ガス。 

 

電気の絶縁体など。 

三フッ化窒素 

（NF3） 

硫黄とフッ素だけからなるフロンの

仲間。強力な温室効果ガス。 

 

半導体の製造プロセスなど。 

※平成２７年４月１日以降対象 
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（２）対象施設 

この計画の対象範囲は、市が行う全ての事務及び事業とし、市の本庁舎及び

分庁舎、行政センター、各地域センターなどの出先機関、学校、公民館、水道、

病院なども含みます。また、指定管理者により管理運営している施設や、職員

が常駐しない無人施設、市の管理する公園などの施設も含みます。 

なお、外部に委託、指定管理者制度により実施するものの中で温室効果ガス

排出量の数値的把握が難しいものについては対象範囲外とします。この場合、

温室効果ガスの排出削減等の措置が可能なものについては、受託者などに対し

て必要な措置を講ずるよう要請することとします。 

 

 

富浦地区 富山地区 三芳地区 白浜地区 千倉地区 丸山地区 和田地区

本庁舎 富山地域センター 三芳分庁舎 白浜地域センター 朝夷行政センター 丸山分庁舎 和田地域センター

三芳地域センター 丸山地域センター

富浦保育所 平群保育所 三芳子ども園 白浜幼稚園 ちくら保育所 丸山保育所 和田保育所

富浦幼稚園 富山幼稚園 千倉幼稚園 南幼稚園 和田幼稚園

丸幼稚園 南三原幼稚園

富浦小学校 富山小学校 三芳小学校 白浜小学校 千倉小学校 南小学校 南三原小学校

富浦中学校 富山中学校 三芳中学校 白浜中学校 千倉中学校 丸小学校 和田小学校

嶺南中学校 嶺南中学校和田校舎

とみうら元気倶楽部 富山公民館 三芳グラウンド 白浜公民館（白浜自然休養村管理センター） 南房総市図書館 丸山公民館 和田コミュニティセンター

富山ふれあいスポーツセンター 三芳農村環境改善センター 白浜フローラルホール 千倉総合運動公園 丸山児童体育館 花園広場

富山コミュニティセンター 三芳公民館 小戸児童遊園 千倉七浦体育館 丸山運動広場

富山平群体育館 千倉忽戸体育館 丸山コミュニティセンター

富山国保病院 三芳保健福祉センター 白浜保健福祉センター「はまゆう」 千倉保健センター 子育て支援センター 和田地域福祉センター「やすらぎ」

千倉社会福祉センター

ちくら介護予防センター「ゆらり」

家庭雑排水共同処理施設（岡本川・豊年川） 富山畜産ふれあい牧場 三芳家畜ふん尿処理施設 白浜清掃センター 千倉清掃センター 丸山学校給食センター 和田農産物加工施設

道の駅とみうら枇杷倶楽部 内房学校給食センター 道の駅三芳村鄙の里 家庭雑排水白浜共同処理施設 千倉衛生センター 道の駅ローズマリー公園 和田学校給食センター

富山浄水場 流通拠点施設 白浜浄水場 朝夷学校給食センター 小向浄水場

道の駅富楽里とみやま 野島崎公園管理事務所 道の駅ちくら潮風王国 自然の宿「くすの木」その他施設

　街路灯、消防団各詰所

庁舎
支所等

保育所
幼稚園等

小学校
中学校

公民館
体育館

文化施設等

福祉医療
施設等

表２：基準年度（平成２６年度）の施設 

※対象施設は、調査年度の４月１日の施設を対象とする。 

                           

 

表２ 対象施設一覧 
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１．温室効果ガス排出量算出方法 

（１）温室効果ガス排出量の算出方法 

温室効果ガス排出量は、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」に定め

る算定方法に従い、「活動量」に電気・燃料等の排出源ごとに定められた「排出

係数」及び「地球温暖化係数」を掛け合わせることにより求めます。 

 

【温室効果ガス排出量】＝【活動量】×【排出係数】×【地球温暖化係数】 

 

※ 活動量 

電気やガソリン等のエネルギー使用量、公用車の走行距離などを指します。 

 

（２）排出係数 

排出係数は、一単位あたりの活動量から排出される温室効果ガスの量を表し、

「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」第３条に規定されています。（表

３参照） 

ただし、電気については、電気事業者（一般電気事業者及び特定規模電気事

業者）及び電気事業者以外の者の別に応じて、環境大臣及び経済産業大臣が告

示する排出係数を用いることになっており、一般電気事業者の東京電力と、市

の電力購入先の特定規模電気事業者の当該年度の係数を用いて算出します。 

 

表３ 排出係数一覧（１） 

二酸化炭素（ＣＯ２） 

排出源 排出係数 

ガソリン 2.3217 （kg-CO2/ℓ） 

灯油 2.4895 （kg-CO2/ℓ） 

軽油 2.6192 （kg-CO2/ℓ） 

Ａ重油 2.7096 （kg-CO2/ℓ） 

ＬＰＧ 3.0003 （kg-CO2/ℓ） 

電気（一般電気事業者) 0.496 （kg-CO2/kWh） ※ 

※電力の購入先により係数が変わる 記載は、平成２６年度係数実績 

（参考：市の契約する特定規模電気事業者の係数 0.487） 
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表３ 排出係数一覧（２） 

メタン（ＣＨ４） 

排出源 排出係数 

ガ
ソ
リ
ン 

普通・小型乗用車 0.000010  （kg-CH4/km） 

バス 0.000035  （kg-CH4/km） 

軽乗用車 0.000010  （kg-CH4/km） 

普通貨物車 0.000035  （kg-CH4/km） 

小型貨物車 0.000015  （kg-CH4/km） 

軽貨物車 0.000011  （kg-CH4/km） 

特種用途車 0.000035  （kg-CH4/km） 

軽 

油 

普通・小型乗用車 0.0000020 （kg-CH4/km） 

バス 0.000017  （kg-CH4/km） 

普通貨物車 0.000015  （kg-CH4/km） 

小型貨物車 0.0000076 （kg-CH4/km） 

特種用途車 0.000013  （kg-CH4/km） 

し尿処理 0.049     （kg-CH4/㎥） 

一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ） 

排出源 排出係数 

ガ
ソ
リ
ン 

普通・小型乗用車 0.000029 （kg-N2O/km） 

バス 0.000041 （kg-N2O/km） 

軽乗用車 0.000022 （kg-N2O/km） 

普通貨物車 0.000039 （kg-N2O/km） 

小型貨物車 0.000026 （kg-N2O/km） 

軽貨物車 0.000022 （kg-N2O/km） 

特種用途車 0.000035 （kg-N2O/km） 

軽 

油 

普通・小型乗用車 0.000007 （kg-N2O/km） 

バス 0.000025 （kg-N2O/km） 

普通貨物車 0.000014 （kg-N2O/km） 

小型貨物車 0.000009 （kg-N2O/km） 

特種用途車 0.000025 （kg-N2O/km） 

し尿処理 0.00096  （kg-N2O/㎥） 

ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ） 

排出源 排出係数 

カーエアコンの使用 0.015（kg-HFC/台･年） 
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（３）地球温暖化係数 

地球温暖化係数は、各温室効果ガスの地球温暖化をもたらす効果の程度を、

二酸化炭素の当該効果に対する比で表したもので、「地球温暖化対策の推進に関

する法律施行令」第４条に規定されています。（表４参照） 

 

表４ 地球温暖化係数一覧 

温室効果ガスの種類 地球温暖化係数 

二酸化炭素（ＣＯ２） 1 

メタン（ＣＨ４） 21 

一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ） 310 

ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ－１３４ａ） 1,300 

※地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第１条においてハイドロフ

ルオロカーボン（ＨＦＣ）については、１９種類が挙げられていますが、

ここではカーエアコンに使用されている（ＨＦＣ－１３４ａ）の地球温

暖化係数を掲載しています。 
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２．温室効果ガスの排出状況 

（１）基準年度の活動量 

基準年度（平成２６年度）における温室効果ガス排出に係る排出源別の活動

量は表５のとおりです。 

※ 公用車の中には市以外で管理している自動車も含めています。 

※ 公用車以外のガソリン・軽油は、草刈や作業用の燃料、トラクター等の特殊自動車の燃料等

として使用されたものを指しています。 

表５ 排出源別の活動量  ※小数点以下四捨五入 

排出源 単位 活動量 平成 20年度との対比 

      平成 20年度 平成 26年度   

燃
料
使
用
量 

  ガソリン（公用車） L 135,954 95,825 △ 40,129 △29.5% 

  ガソリン（公用車以外） L 1,327 1,359 32 2.4% 

  灯油 L 181,793 46,184 △ 135,609 △74.6% 

  軽油（公用車） L 159,289 148,743 △ 10,546 △6.6% 

  軽油（公用車以外） L 1,071 8,546 7,475 697.9% 

  Ａ重油 L 106,160 88,880 △ 17,280 △16.3% 

  LPG m3 39,615 23,834 △ 15,781 △39.8% 

電気使用量 kWh 11,755,762 11,105,860 △ 649,902 △5.5% 

自
動
車
の
走
行
距
離 

ガ
ソ
リ
ン 

普通・小型乗用車 km 634,160 463,238 △ 170,922 △27.0% 

バス km 0 7,187 7,187 7187.0％  

軽乗用車 km 214,603 298,451 83,848 39.1% 

普通貨物車 km 84,046 54,520 △ 29,526 △35.1% 

小型貨物車 km 187,654 77,731 △ 109,923 △58.6% 

軽貨物車 km 422,500 407,237 △ 15,263 △3.6% 

特種用途車 km 39,792 2,023 △ 37,769 △94.9% 

軽
油 

普通・小型乗用車 km 48,841 10,480 △ 38,361 △78.5% 

バス km 595,886 546,092 △ 49,794 △8.4% 

普通貨物車 km 24,481 40,334 15,853 64.8% 

小型貨物車 km 93,236 24,649 △ 68,587 △73.6% 

特種用途車 km 391,703 249,723 △ 141,980 △36.2% 

カーエアコンの使用台数 台 295 237 △ 58 △19.7% 

し尿の処理 m3 14,919 12,097 △ 2,822 △18.9% 
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（２）基準年度における温室効果ガス排出量 

平成２６年度における市の事務及び事業に伴い排出された温室効果ガス排出量

は、表６のとおりです。 

        表６ 温室効果ガス排出量     単位：kg-CO₂ 

項目 CO2換算 構成比率 平成20年度との対比 排出源
平成20年度 平成26年度 平成26年度

二酸化炭素（CO2）

燃料の使用

ガソリン（公用車） 315,413 222,314 3.38% △ 93,099 △29.5%

ガソリン（公用車以外） 3,079 3,153 0.05% 74 2.4%

ガソリン小計 318,492 225,467 3.43% △ 93,025 △29.2%

 灯油 452,664 114,997 1.75% △ 337,667 △74.6%

軽油（公用車） 417,337 383,757 5.84% △ 33,580 △8.0%

軽油（公用車以外） 2,806 22,049 0.34% 19,243 685.8%

軽油小計 420,143 405,806 6.18% △ 14,337 △3.4%

Ａ重油 287,694 240,865 3.67% △ 46,829 △16.3%

LPG 259,480 156,113 2.38% △ 103,367 △39.8%

電気の使用 3,902,913 5,392,610 82.09% 1,489,697 38.2%

計 5,641,386 6,535,858 99.49% 894,472 15.9%

メタン（CH4）

自動車の走行 770 606 0.01% △ 164 △21.3%

し尿の処理 15,352 9,653 0.15% △ 5,699 △37.1%

計 16,122 10,259 0.16% △ 5,863 △36.4%

一酸化二窒素（N2O）

自動車の走行 21,133 16,810 0.26% △ 4,323 △20.5%

し尿の処理 4,440 3,488 0.05% △ 952 △21.4%

計 25,573 20,298 0.31% △ 5,275 △20.6%

ハイドロフルオロカーボン（HFC）

カーエアコンの使用 5,753 3,081 0.05% △ 2,672 △46.4%

計 5,753 3,081 0.05% △ 2,672 △46.4%

合計 5,688,834 6,569,496 100.00% 880,662 15.5%
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図４ 温室効果ガスの排出割合（排出源別） 

 

図５ 温室効果ガスの排出割合（種類別） 
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１．温室効果ガス排出量の削減目標 

市から排出されている温室効果ガスの多くは二酸化炭素が占めます。 

二酸化炭素の排出量で一番多くを占めるのは、電気の使用です。 

温室効果ガス排出量は、電力使用量に排出係数をかけて換算しますので、排出係

数の増加は、排出量の増加に大きく影響しています。 

こうした状況を考慮し、南房総市の温室効果ガス排出量の削減目標を、以下のよ

うに定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温室効果ガス排出量を算定するために用いる二酸化炭素（CO₂）の係数のうち、

一般電気事業者の電力の係数は、平成２０年度には、０．３３２kg-CO₂/kWh で

したが、平成２６年度は０．４９６kg-CO₂/kWh（４９．４％増）となっていま

す。これは、電気の購入先の発電が、平成２２年度に発生した東日本大震災により、

原子力発電所の長期停止の影響により火力発電電力量が大きく増加したためで、平

成２３年度以降の排出係数は、高い水準で推移しています。 

また、市では平成２６年度１２月から一部の電気の購入先を特定規模電気事業者

に切り替え、排出係数は平成２６年度実績値０．４８７kg-CO₂/kWh から平成２

８年３月からの事業者では０．５６３kg-CO₂/kWh（平成２６年度実績値）に変

わります。 

今後の排出係数の推移については高いままと想定されるため、公共施設などの再

編の見込みのほか、職員が省エネルギーへの一層の取り組みを行っていくことで、

温室効果ガス排出量を実質的に約１０％以上削減することを目指します。 

こうしたことから、平成２６年度（基準年度）に比べ、平成３２年度には１％以

上の削減を目指します。 

 

【目標】 

温室効果ガス排出量を、平成３２年度までに、 

基準年度（平成２６年度）に対し１％以上削減する。 

※１％以上削減の目標とは、平成２８年度以降増加見込の電力の排出係数がそのまま

平成３２年度まで推移した場合、実質的には約１０％以上の削減に取り組むことで

ある。 

１％以上削減 
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イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

２．個別の削減目標 

温室効果ガス排出量の削減目標を達成するため、温室効果ガス排出に係る活動に

対し、個別目標を設定しました。 

具体的な項目は、電気使用量、燃料使用量（施設等及び公用車）、公用車走行距

離とし、以下のように削減目標を設定しました。 

項 目 現排出量 削減率 削減量 

電気使用量 5,392,610 kg-CO2 10％以上 599,217 kg-CO2 

燃料使用量 
（公用車以外） 

25,202 kg-CO2 1％以上 252 kg-CO2 

燃料使用量 
（公用車） 

606,071 kg-CO2 18％以上 109,092 kg-CO2 

公用車の走行距離 17,416 kg-CO2 20％以上 3,484 kg-CO2 

その他 528,197 kg-CO2 １％以上 5,282 kg-CO2 

※小数点以下四捨五入 

※項目別の削減目標をすべて達成した場合温室効果ガスの削減量は、717,327kg-CO₂

となり、基準年度の平成２６年度に比べ約１％以上の削減となります。

平成 28年度以降の特定規模

電気事業者の係数で試算 

温室効果ガス排出量 

H32 9.13％増 

 

 

温室効果ガス排出量 

H26 15.5％増

加 

 

 目標（基準年度に比べ） 

△1％以上 6,451,726 

実質 10.13％削減 

単位：kg-CO₂ 

【削減する内訳】 

－3.32％（公共施設再編） 

－6.81％（取組による削減分） 
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（１）日常業務に関する取組については、「取組内容チェックシート」により、毎年各施

設などでの取組状況を評価します。 

（２）～（５）の取組については、毎年取組の実施状況を「重点的取組実施状況報告書」

により取りまとめ確認します。 

１．取組の方針 

市では、次のような方針に基づき、温室効果ガス削減のための重点的な取組を設

定し、取組を進めていくこととします。 

（１）日常業務に関する取組 

市の事務及び事業の中から排出される温室効果ガスの総排出量を減らす効果の

ある取組を進めます。 

 

（２）設備・機器の保守・管理に関する取組 

設備の保守・管理を適切に実施することにより、エネルギー消費効率の低下を

防ぐことができ、温室効果ガスの排出量を減らす効果のある取組を進めます。 

 

（３）設備・機器の運用改善に関する取組 

施設で運用している既往の設備・機器の運用改善を行うことにより、温室効果

ガスの排出量を減らす効果のある取組を進めます。 

 

（４）設備・機器の導入、更新に関する取組 

施設の新設、改修時や老朽化した設備・機器などを更新する際、従来よりも高

効率のものを導入することにより、温室効果ガス排出量を減らす効果のある取組

を進めます。 

 

（５）再生可能エネルギーに関する取組 

太陽光や風力、小水力、地熱、地中熱、バイオマス熱の再生可能エネルギーを

導入することにより、創エネルギーによる温室効果ガス排出量の抑制を図る取組

を進めます。 
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２．これまでの取組状況（平成２６年度の取組状況） 

      平均評価点 

4.3   

4.1   

3.9   

4.8   

3.6   

4.3   

4.7   

4.2   

3.9   

4.5   

4.3   

4.1   

3.9   

4.3   

4.4   

4.5   

3.3   

.4   

4.1   

3.9   

4.2   

4.3   

4.3   

4.4   

3.9   

4.5   

3.0   

4.0   

3.1   

 
 
 
 
30 職場や施設で独自に行っている地球温暖化対策 
・扇風機の活用 ・デマンド監視装置により電力のピークを把握し、電力を抑制 
・緑のカーテン（ゴーヤ・あさがお・つる植物他） 
・環境配慮物品の調達（グリーン購入法、ＰＣグリーンラベル制度の審査基準、Ｊ－Ｍｏｓｓグリーンマーク、 

国際エネルギースター プログラム対応機器の購入） ・木質バイオマスストーブの設置 ・団扇  
・用紙の再利用、ファイルの再利用 ・葦簀、簾の設置、合同の午睡でエアコン使用室数を減らす 
・浄水施設の効率運転、施設更新 ・環境教育の取組（地元森林組合を講師に「森林の働きと健康」について学習） 
・授業で地球温暖化対策について学習 ・エアコン使用時間の短縮 ・エコキュート ・熱中症確認と表示 
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３．具体的な取組内容 

重点的な１５の取組を設定し、その具体的な取組内容を以下に示します。 

（１） 日常業務に関する取組 

温室効果ガス削減に直接的につながる取組 

重点取組１ 空調機器の適正使用 

取組内容 

 冷房は２８℃、暖房は１９℃を目安に適正な調整に努める。 

 クールビズ、ウォームビズを実施する。 

 定期的にフィルターの清掃を行うなど維持管理を適正に行う。 

 窓を閉めたりブラインドを利用したりするなど利用効率を高める。 

 会議室等の空調は、使用後必ず停止する。 

 

重点取組２ 照明機器の適正使用 

取組内容 

 照明点灯時間の短縮を図り、最小限の点灯に努める。 

 昼休みは事務に支障がない限り消灯する。 

 会議室などの使用後の消灯を徹底する。 

 廊下、トイレなどの照明は、支障のない範囲でこまめに消灯する。 

 日中日当たりの良い場所ではこまめに消灯する。 

 

 
 

重点取組３ OA 機器の適正使用 

取組内容 

 ＯＡ機器等は、事務に支障のない範囲で電源を切る。 

 席を長時間はなれるときは、パソコンの電源を切るかスタンバイモ
ード等に設定する。 
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重点取組５ その他省エネルギー化 

取組内容 

 事務に支障のない範囲での定時退庁、ノー残業デーの徹底を図る。 

 ガスコンロなどの火の強さは、やかんの大きさに合わせて調節する。 

 湯沸し時には必要最小限の量を沸かす。 

 その他無駄なエネルギーの使用を控え、省エネを図る。 

 

重点取組６ 施設等の建築・改修における環境配慮 

取組内容 

 施設の新設や改築、設備の新設や更新などを行う場合は、国の「環
境配慮型官庁施設（グリーン庁舎）計画指針」などの考え方に沿い、
ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）、ライフサイクルＣＯ２（ＬＣＣＯ

２）を考慮する。 

 太陽光発電などの自然エネルギーを積極的に活用する。 

 雨水貯留タンクなどの雨水利用施設を積極的に導入する。 

 断熱性向上のため、ペアガラスなどの窓ガラスを導入する。 

 高効率照明への買い換えを順次行う。 

 エネルギー（電気、灯油、A 重油、ＬＰガス）の使用に関しては、
効率的なヒートポンプを利用した空調機、給湯器への交換など、省
ＣＯ２の機器の採用を検討する。 

 

 

重点取組４ 公用車の燃料使用量の削減 

取組内容 

 急発進・急加速の抑制やアイドリングストップなど、エコドライブを
実施する。 

 効率的な相乗りに努める。 

 不用な荷物を積まない。 

 車両の点検・整備を適正に行う。 

 公用車の走行距離、燃費などを把握する。 

 公用車の更新時に、低公害車（電気自動車、ハイブリッド自動車、低
燃費かつ低排出ガス認定車）を導入する。 

 一人での出張などは極力、公共交通機関（鉄道、バス）を利用する。 

 不必要なカーエアコンの使用はしない。 

 ごみ塵芥車などの軽油代替燃料としてバイオディーゼル燃料を活用
する。 
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温室効果ガス削減に間接的につながる取組 

重点取組７ グリーン購入の推進 

取組内容 

 電気製品等の物品の新規購入、レンタルをする時には、省エネルギー
タイプで環境負荷の少ないものの購入に努める。 

 事務用品は、詰め替えやリサイクル可能な消耗品を購入する。 

 環境ラベリング（エコマーク、グリーンマークなど）対象製品を購入
する。 

 

重点取組８ 用紙使用量の削減 

取組内容 

 印刷物・資料などの印刷部数は必要最小限とするよう努める。 

 両面コピー・両面印刷に努める。 

 印刷ミスした用紙の裏面再利用に努める。 

 庁内ＬＡＮを積極的に利用し、ペーパーレス化を推進する。 

 

重点取組９ 効率的な水利用 

取組内容 
 水道を利用する際にはこまめに水をとめるなどし、節水に努める。 

 水道の水圧を調整し、節水に努める。 

 

重点取組１０ ごみの減量・リサイクルの推進 

取組内容 

 使用済みの封筒やファイルなどの再利用を徹底する。 

 文具等は、詰め替え用品を使用する。 

 マイ箸、マイボトルを利用する。 

 ごみの分別を徹底し資源化の取組に努める。 

 使用済みの用紙類回収ボックスを設置し、古紙の回収に努める。 

 

重点取組１１ 職員等の意識啓発 

取組み内容 

 事務の効率化及び合理化を推進する。 

 環境に関する情報を庁内ＬＡＮ等で提供する。 

 職員への研修会などを開催する。 

 環境に関する講演会等に積極的に参加し、環境意識の向上を図 

る。 
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（２）設備・機器の保守・管理に関する取組 

重点取組１2 設備・機器の保守・管理 

取組み内容 

 公用車は管財契約課が一括管理することで、保有台数の適正化を図
る。 

 照明設備の清掃・点検を定期的に行う。 

 空調設備の清掃・点検を定期的に行う。 

 換気フィルターの清掃・点検を定期的に行う。 

 業務前や乗車前の車両の点検や、こまめなメンテナンスを行う。 

 設備・機器のこまめな清掃や洗浄により、効率の良い運転を図る。 

 

（３）設備・機器の運用改善に関する取組 

重点取組１3 設備・機器の運用改善 

取組み内容 

 ＣＯ₂排出係数の少ない電力供給への切替えの検討により、温室効果
ガスの排出量を削減する。 

 業務等に支障はない範囲で照明設備の間引きを行う。 

 個別スイッチ使用による節電を図る。 

 電力のデマンド管理を行い、ピーク時の電力の削減を積極的に図る。 

 施設・設備の更新や機能強化による稼働時間の短縮を図る。 

 施設・設備の稼働時間、運転方法の見直しにより、高効率な運用を
図る。 

 冷暖房使用時のカーテン、ブラインドの使用、戸締りにより冷暖房
負荷を軽減し、電力使用量を削減する。 

 公用車のエコドライブ運動に取り組み、強化月間等を設ける。 

 

（４）設備・機器の導入、更新に関する取組 

重点取組１４ 設備・機器の導入、更新 

取組み内容 

 低公害車（エコカー）を現在の４０％から８０％の目標で導入を図
る 。 

 設備機器の集約化を図る（コピー複合機の導入によるプリンターの
削減など）。 

 省エネ性能の高い機器・設備の導入を図る。 

 LED 照明への更新を図る。 
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 高断熱ガラスや二重サッシの導入・更新を図る。 

 屋上や外壁の遮熱塗装の導入を図る。 

 車両の更新による燃費向上を図る。 

 道の駅に BEMS を導入し、電気使用量の見える化を図り、エネルギ
ー消費量の削減を図る。 

 人感センサーの導入を図る。 

 

（５）再生可能エネルギーに関する取組 

重点取組１5 再生可能エネルギー 

取組み内容 

 バイオマス発電の導入を検討する。 

 道の駅の小型木質バイオマス発電設備の導入を検討する。 

 庁舎等や駐車場への太陽光発電設備、蓄電設備の導入を図る。 

 BDF 燃料を活用する。 

 再生可能エネルギー（太陽光、太陽熱、風力、地熱など）の導入を
推進する。 

 施設の改修や、増改築、新築のときに再生可能エネルギーの導入を
検討する。 
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１．計画の推進体制 

南房総市地球温暖化対策実行計画の効果的な推進を図るため、地球温暖化対策

管理統括者、地球温暖化対策推進委員会、地球温暖化対策推進責任者、地球温暖

化対策推進員及び事務局を設置します。（右図６参照） 

（１）地球温暖化対策管理統括者 

管理統括者は市長とし、実行計画の決定者として、総合的な調整及び指示・指

導を行います。また、計画の実施状況、評価及び見直しについて、市民に公表し

ます。 

（２）地球温暖化対策推進委員会 

推進委員会は、副市長を委員長、建設環境部長を副委員長、各部長等を委員と

し、計画の策定・見直し、計画の推進、実施状況の点検・評価、改善指示等を行

います。 

（３）地球温暖化対策推進責任者 

推進責任者は各課長等とし、計画を推進するため、各課等の取組状況について

の指導、計画の実施状況について評価、計画の進行管理を行います。また、計画

の策定、見直し等について検討を行います。 

（４）地球温暖化対策推進員 

各課等に推進員を１名置き、推進責任者の指示を受け、所属内での計画の周知

と推進を行います。また、取組状況の調査票を作成し、推進責任者に報告します。 

（５）事務局 

事務局を環境保全課に置き、推進委員会、推進責任者、推進員等との連携調整

を図り、取組状況の調査票の配布・集計・分析を行い、目標の達成に向けて取組

を推進します。 
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図６ 本計画の推進体制 

 

地球温暖化対策管理統括者 

（市 長） 

地球温暖化対策推進委員会 

（委員長：副市長） 

（副委員長：建設環境部長） 

（委員：各部長等） 

事務局 

（環境保全課） 

全 職 員 

地球温暖化対策推進責任者 

（各課長等） 

地球温暖化対策推進員 

（各課等に１名） 

指 示 報 告 

指 示 報 告 

指 示 報 告 

周 知 報 告 

実 行 組 織 
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２．計画の点検・評価 

計画の実施状況を把握するため、温室効果ガス排出量や取組の実施状況につい

て点検します。 

推進員は、各課等の取組状況及び温室効果ガス排出量（エネルギー使用量など）

を把握、点検し、推進責任者に報告します。 

推進責任者は、計画の推進を統括するとともに、職員に対する取組の徹底を図

ります。 

事務局は、年１回、各課等に対し温室効果ガス排出量の調査、取組状況の調査

を実施し、集計・分析結果を推進委員会に報告します。 

推進委員会は、報告された集計・分析結果により、計画の進捗状況を把握する

とともに点検・評価します。また、必要に応じて推進責任者に対して改善措置を

指示します。 

 

３．計画の見直し 

計画の円滑な推進を図るため、点検・評価結果や進捗状況をもとに、必要に応

じて計画の見直しを行います。 

 

４．計画の公表 

計画の進捗状況、点検評価結果及び、直近年度の温室効果ガス排出量について

は、年１回、広報紙やホームページなどにより公表します。 

 

 計画 

地球温暖化対策実行計画策定。 

温室効果ガス削減目標実現の

ための推進体制の確認、及び取組

内容の作成。 

点検・評価 

温室効果ガス削減目標の達成

のための取組状況の点検と評価、

及び推進委員会等などへの報告。 

 

見直し 

温室効果ガス排出量削減目標

の達成状況の確認、及び更なる取

組推進のための検討。 

 検討結果などについての公表。 

 

実行 

温室効果ガス削減目標実現の

ための、日常的な取組など、重点

的な取組の推進。 

 

Do Plan 

Check Action 

（図：PDCA サイクル） 
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資料１ 取組状況（様式）「取組内容チェックシート」 

 

評価点

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

水 25

26

27

28

29

30

⇒

取組内容チェックシート

公
用
車

連絡事項等は回覧や電子メールを活用し、FAXや文書配布を削減していますか

事務書類（会議用資料、事務手続、報告書等）を簡素化していますか

コピー機やプリンターは、長時間使用しないとき電源を切るようにしていますか

温
室
効
果
ガ
ス
削
減
に

直
接
的
に
つ
な
が
る
取
組

ガスコンロ等の火の強さは、やかんの大きさに合わせて調節していますか

湯沸し時には必要最小限の量をわかすようにしていますか

断続的に使用する部屋（会議室、トイレ、給湯室等）の照明は、使用するときだけ点灯していますか

昼休みや業務時間外の照明は、必要最低限にしていますか

職場等で地球温暖化防止に関して情報交換等を行っていますか

不用な積載物は、その都度車から降ろしていますか

そ
の
他

グリーン購入をしていますか

コピー・印刷部数を把握して、必要最小限のコピー・印刷に努めていますか

用
紙
類

ご
み

印刷ミスした用紙の裏面を再利用していますか

急発進、急加速を抑制していますか

出張の時には、公共交通機関を利用していますか、また外出方向が同じ場合は連絡調整を行い乗り合
いをすることで公用車の使用を控えていますか

アイドリングストップを実施していますか（人待ちや荷物の積み降ろし等の不要なアイドリング）

タイヤの空気圧をこまめにチェックするようにしていますか

ノー残業デーの定時退庁に努めていますか

冷房の設定温度は２８℃以上に設定していますか

電
気
・
ガ
ス
等

時間外勤務の縮減を推進していますか

外勤時や作業を中断する時は、パソコンの電源を切るかスタンバイモード等にしていますか

温室効果ガス削減に向けた取組項目

断続的に使用する部屋（会議室等）の空調機器は、使用するときだけ電源をいれていますか

クールビズ、ウォームビズを推進し、通気性、保温性の高い服装をしていますか

暖房の設定温度は１９℃以下に設定していますか（昨冬の取組）

就業時間外には冷暖房機器の電源を切っていますか

３１　職場や施設で独自に行っている地球温暖化対策があれば記入してください

平成　年　月　日記入

温
室
効
果
ガ
ス
削
減
に

間
接
的
に
つ
な
が
る
取
組

マイ箸、マイボトルを使用してますか

両面コピー・両面印刷を行い、可能な場合にはｎアップ印刷に努めていますか

ごみの減量、分別を徹底していますか

地球温暖化防止への取組に関心がありますか

古紙のリサイクルに努めていますか

水道使用時には節水に心掛けていますか

評価点

 時々実施している(40～60％) 3

 ほとんど実施していない(0～20％) 1

 該当しない 空欄

１．以下の取組項目について自己評価してください。（取組項目ごとに評価点を記入してください。）

 必ず実施している(80～100％) 5

 かなり実施している(60～80％) 4

自己評価の目安 評価点

 たまに実施している(20～40％) 2

自己評価の目安

施設名 部局・課名 記入者名
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資料２ 調査票（様式）「重点的取組実施状況報告書」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 部局・課名 記入者名

平成　　年　　月　　日記入

いずれかに○

1 実施した・実施しない・該当しない

2 実施した・実施しない・該当しない

3 実施した・実施しない・該当しない

4 実施した・実施しない・該当しない

5 実施した・実施しない・該当しない

6 実施した・実施しない・該当しない

7 実施した・実施しない・該当しない

8 実施した・実施しない・該当しない

9 実施した・実施しない・該当しない

10 実施した・実施しない・該当しない

11 実施した・実施しない・該当しない

12 実施した・実施しない・該当しない

13 実施した・実施しない・該当しない

14 実施した・実施しない・該当しない

15 実施した・実施しない・該当しない

16 実施した・実施しない・該当しない

17 実施した・実施しない・該当しない

18 実施した・実施しない・該当しない

19 実施した・実施しない・該当しない

20 実施した・実施しない・該当しない

21 実施した・実施しない・該当しない

22 実施した・実施しない・該当しない

23 実施した・実施しない・該当しない

24 実施した・実施しない・該当しない

25 実施した・実施しない・該当しない

26 実施した・実施しない・該当しない

27 実施した・実施しない・該当しない

28 実施した・実施しない・該当しない

取組内容

重点的取組実施状況報告書

公用車は管財契約課が一括管理することで、保有台数の適正化を図る。

照明設備の清掃・点検を定期的に行う。

換気フィルターの清掃・点検を定期的に行う。

空調設備の清掃・点検を定期的に行う。

（２）設備・機器の保守・管理に関する取組

業務前や乗車前の車両の点検や、こまめなメンテナンスを行う。

 設備・機器のこまめな清掃や洗浄により、効率の良い運転を図る。

 CO₂排出係数の少ない電力供給への切り替えの検討により、温室効果ガスの排
出量を削減する。

業務等に支障はない範囲で照明設備の間引きを行う。

個別スイッチ使用による節電を図る。

電力のデマンド管理を行い、ピーク時の電力の削減を積極的に図る。

（３）設備・機器の運用改善に関する取組

施設・設備の更新や機能強化による稼働時間の短縮を図る。

施設・設備の稼働時間、運転方法の見直しにより、高効率な運用を図る。

冷暖房使用時のカーテン、ブラインドの使用、戸締りにより冷暖房負荷を軽減し、
電力使用量を削減する。

公用車のエコドライブ運動に取り組み、強化月間等を設ける。

低公害車（エコカー）を現在の４０％から８０％の目標で導入を図る 。

設備機器の集約化を図る（コピー複合機の導入によるプリンターの削減など）。

（４）設備・機器の導入、更新に関する取組

省エネ性能の高い機器・設備の導入を図る。

LED照明への更新を図る。

高断熱ガラスや二重サッシの導入・更新を図る。

屋上や外壁の遮熱塗装の導入を図る。

車両の更新による燃費向上を図る。

道の駅にBEMSを導入し、電気使用量の見える化を図り、エネルギー消費量の削
減を図る。

人感センサーの導入を図る。

バイオマス発電の導入を検討する。道の駅の小型木質バイオマス発電設備の導
入を検討する。

庁舎等や駐車場への太陽光発電設備、蓄電設備の導入を図る。

BDF燃料を活用する。

再生可能エネルギー（太陽光、太陽熱、風力、地熱など）の導入を推進する。

施設の改修や、増改築、新築のときに再生可能エネルギーの導入を検討する。

（５）再生可能エネルギーに関する取組
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資料３ 調査票（様式）「温室効果ガス排出量調査票」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

kWh

L

L

L

L

L

L

㎥

㎥

平成　　　年　　　月　　　日　記入

温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 調 査 票

備考

 LNG（液化天然ガス）

 灯油

１．燃料、電気の使用量を記入してください。（二酸化炭素排出量[CO2]を算定します。）

調査項目

 軽油（公用車以外）

 軽油（公用車）

 ガソリン（公用車以外）

 LPG（液化石油ガス）

 Ａ重油

計単位
平成　　　年 平成　　　年

 ガソリン（公用車）

平成　　　年度

施　設　名

※１．担当施設・部局・課で管理している燃料、電気の使用量が対象です。
※２．公用車については担当施設・部局・課で保有している車両が対象です。
※３．トラクター、ショベルカー等の特殊自動車は公用車以外の欄に記入してください。
※４．使用量が不明な場合は購入量を記入し、備考に購入量と記入してください。

部 局 ・ 課 名 記 入 者 名

燃
料
使
用
量

電気使用量

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

台数： km

台数： km

台数： km

台数： km

台数： km

台数： km

台数： km

台数： km

台数： km

台数： km

台数： km

台数： km

台

 軽乗用車

 バス

（車種説明） 普通・小型乗用車：人の運送の用に供するもので乗車定員１０人以下のもの（３、５ナンバー）
　 　　　　　バス：人の運送の用に供するもので乗車定員１１人以上のもの（２ナンバー）
　　 　　軽乗用車：軽自動車のうち人の運送の用に供するもの（５ナンバー）
　　　 普通貨物車：普通自動車のうち貨物の運送の用に供するもの（１ナンバー）
 　　　小型貨物車：小型自動車のうち貨物の運送の用に供するもの（４ナンバー）
　 　　　軽貨物車：軽自動車のうち貨物の運送の用に供するもの（４ナンバー）
　　 　特種用途車：塵芥車、糞尿車、各種作業車等（８ナンバー）

備考

 軽貨物車

 小型貨物車

計

２．公用車の台数及び走行距離を燃料種別・車種別に記入してください。（CH4、N2O排出量を算定します。）
　　カーエアコンの使用台数を記入してください。（HFC排出量を算定します。）

平成　　　年 平成　　　年

軽
油

 特種用途車

 小型貨物車

普通貨物車

 バス

 普通・小型乗用車

 普通貨物車

 特種用途車

 カーエアコンの使用台数

※１．担当施設・部局・課で保有している車両が対象です。
※２．同一車種が２台以上ある場合の走行距離は合計を記入してください。
※３．トラクター、ショベルカー等の特殊自動車の走行距離は対象外です。

調査項目 単位

ガ
ソ
リ
ン

 普通・小型乗用車
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資料４ 用語の説明 

 アイドリングストップ 

自動車が駐停車中にエンジンを動かしつづける｢アイドリング｣を止めることに

より、ガソリンや軽油等の燃焼に伴う二酸化炭素や窒素酸化物等の排出を抑制す

ること。 

 

 液化石油ガス（LPG） 

石油精製の際に得られるプロパン、ブタン等を加圧・液化した燃料。一般に「プ

ロパンガス」と言われ、都市ガス供給地域外で用いられることが多い。液化石油

ガスは都市ガスに比べて燃焼時の熱量が高く、空気に比べて比重が重いという特

性を有する。燃料としての用途が一般的であるが、オゾン層を破壊しないことで

エアゾールの噴射剤として広く用いられるようになった。 

 

 オゾン層 

地球を取り巻く厚さ約 20kmのオゾン（O3）の密度が高い層で、生物に有害な紫

外線の多くはこの層で吸収される。近年では、南極をはじめ高・中緯度地域でも

フロンガス等の影響によるオゾン層の減少がみられる。オゾン層が破壊されると、

地上に達する有害な紫外線の量が増え、皮膚ガンの増加や生態系への影響が懸念

される。 

 

 温室効果ガス 

一般に、太陽放射に対しては比較的透明で、地表からの赤外放射に対しては不

透明な性質を持った気体のことで、代表的な温室効果ガスには二酸化炭素やメタ

ンが挙げられる。 

温室効果ガスが存在することにより、太陽からの放射エネルギーの一部は熱と

して大気に留まるため、地球は保温されたような状態となる。京都議定書により

削減の対象となっている温室効果ガスは、二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一

酸化二窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン類（HFC）、パーフルオロカーボン

類（PFC）、6フッ化硫黄（SF6）の以上 6 種類である。 

 

 環境ラベル 

市場原理を利用して、環境負荷が小さい製品及びサービスを普及・促進させる

ことを目的としたラベルである。 

日本のエコマーク、ドイツのブルーエンジェルマークのように、ある基準を満

たす製品に対して消費者や生産者と異なる第三者が認定するラベルと、企業自身

が自社製品に対して“リサイクル可能”など環境上の特性を示すことによって、
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環境保全上優れたものであることを訴える自己主張型ラベルに分けて、また環境

ラベルが国際貿易障壁とならないよう国際規格化を進めている。 

 

 気候変動に関する政府間パネル（IPCC） 

１９８８年に開始された、国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)が共催し、

各国政府の任命する科学者が参加する会合。地球温暖化に関する最新の自然科学

的および社会科学的知見をまとめ、地球温暖化対策に科学的基礎を与えることを

目的としている。１９９０年に第 1 次評価報告書を、１９９５年に第２次評価報

告書をまとめ、地球温暖化対策に必要な基礎的認識の形成に大きな役割を果たし

ている。 

 

 気候変動枠組条約 

地球温暖化問題に対する国際的な枠組みを設定した条約。大気中の温室効果ガ

スの増加が地球を温暖化し、自然の生態系等に悪影響を及ぼすおそれがあること

を人類共通の関心事であると確認し、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ、

現在及び将来の気候を保護することを目的としている。 

 

 京都議定書 

１９９７年１２月に開催された地球温暖化防止京都会議(気候変動枠組条約第

３回締約国会議)によって採択された議定書。１９９０年を基準として２００８年

から２０１２年まで第一約束期間に、地球温暖化の原因となる二酸化炭素など６

種類の温室効果ガス排出量の削減目標が盛り込まれている。この削減目標は先進

国に関してのみ設定され、わが国は６％の削減目標が課せられている。 

なお、京都議定書はロシアの批准を受けて、平成１７年２月１６日に発効した。 

 

 グリーン購入 

環境物品（グリーン製品とも呼ばれる製造から使用、廃棄に至るまでのライフ

サイクルにおける環境負荷が小さい製品）を積極的に購入し、環境負荷低減を図

る取組。 

 

 自然エネルギー 

自然界から得られるエネルギーのことで、太陽光をはじめ風力、水力、波力、

潮力、バイオマスエネルギーなどがある。ほぼ無尽蔵に得られる半面、エネルギ

ー密度が低く、出力が自然条件に左右されるため、エネルギー変換効率の向上と

出力の安定が当面の課題である。 
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 地球温暖化 

二酸化炭素などの温室効果ガス濃度の上昇や、二酸化炭素の吸収源である森林

の減少などにより地球の平均気温が上昇すること。気温上昇だけでなく海面水位

の上昇や気候の急激な変化、農作物への影響や亜熱帯性伝染病の蔓延等を引き起

こすことが予測され、私たちの暮らしに影響を及ぼすことが懸念されている。 

 

 地球温暖化係数（GWP） 

温室効果ガスの温室効果への影響度を、二酸化炭素を基準とした比率で示した

係数。 

 

 地球温暖化対策の推進に関する法律 

通称「地球温暖化対策推進法」。１９９８年１０月に公布された、地球温暖化対

策に関し、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、

地球温暖化対策の推進を図ることを目的とした法律。 

 

 地球サミット 

地球環境問題の対策を議題に、１９９２年６月にブラジルのリオデジャネイロ

で開催された「環境と開発に関する国連会議」（UNCED）のこと。地球環境問題に

ついての歴史的な会議で、世界各国の首相、首脳の参加の下に行われた。地球温

暖化防止のための気候変動枠組み条約、生物多様性条約への署名が始まるととも

に、環境と開発に関するリオ宣言、アジェンダ２１等が合意された。 

 

 低公害車 

低公害車は、「低燃費車」かつ「低公害車」で定義され、環境保全性能と省エネ

ルギー性能を併せ持つ自動車として捉えられる。「エネルギーの使用の合理化に関

する法律」（省エネ法）に基づき定められた燃費基準（低燃費基準）及び国土交通

省が定めた排ガス性能（低排出ガス基準）を何れも達成する自動車。ハイブリッ

ド自動車や電気自動車、天然ガス自動車等のクリーンエネルギー自動車も含まれ

る。 

 

 電気自動車 

モーターを動力源、電池をエネルギー源として公道を走る車。走行中全く排ガ

スを出さず、騒音も少ないために、交通公害対策の切り札とされている。 

 

 天然ガス自動車 

燃料として、天然ガスを用いて走行する自動車をいう。圧縮天然ガス（CGC）自
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動車が一般的である。 

 

 バイオマス 

動植物やそれらの廃棄物(生ごみや家畜糞尿など)を起源とするエネルギーのこ

と。バイオマスエネルギーの利用は、古くは薪や木炭などの固体燃料に始まり、

現在では間伐材などの木質バイオマスからエタノール・メタノールなどの液体燃

料、家畜糞尿などの畜産バイオマスからメタンガス等の気体燃料を抽出するなど、

利用方法も拡大している。 

バイオマスエネルギー利用により発生する二酸化炭素は、自然界の炭素循環に

含まれるとの考えにより、地球温暖化には影響しないものと見なされる。 

 

 排出係数 

エネルギーや温室効果ガス排出源一単位あたりのある活動に伴う温室効果ガス

の排出量で、例えば１リットルの燃料を使用した時に排出される二酸化炭素の排

出量を算定する係数として使用される。排出係数は、「地球温暖化対策の推進に関

する法律施行令第３条」にも定められている。 

 

 ハイブリッド自動車 

動力源を二つもつ車。一般にはエンジンとモーターの二つの動力源を持つ車。

駆動輪に双方の動力を伝えることができるものがパラレルハイブリッド車で、エ

ンジン車の変形といえる。エンジンを発電用のみに利用するものがシリーズハイ

ブリッド車で、電気自動車の変形である。
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